
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
十
七
号

国
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に

関
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
国
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
国
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用

に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
、
入
学
料
及
び
検
定
料
の
標
準
額
等
）

第
二
条
　
国
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
の
年
額
、
入
学

料
及
び
入
学
等
に
係
る
検
定
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を

標
準
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機

構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
。

一
　
授
業
料
の
年
額
　
二
三
四
、
六
〇
〇
円
（
商
船
に

関
す
る
学
科
の
在
学
期
間
が
六
月
の
最
終
の
学
年
に

あ
っ
て
は
、
一
一
七
、
三
〇
〇
円
）

二
　
入
学
料
　
八
四
、
六
〇
〇
円

三
　
検
定
料
　
一
六
、
五
〇
〇
円

２
　
国
立
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
に
お
い
て
、
当
該
学

校
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
専
攻
科
の
修
業
年

限
を
超
え
て
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
計
画
的
に
教
育
課

程
を
履
修
し
て
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た

学
生
の
授
業
料
の
年
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
学
生
が
課
程
を
修
了
す
る
ま
で
に
納
付
す
る

授
業
料
の
総
額
と
当
該
学
生
以
外
の
学
生
の
授
業
料
の

年
額
に
当
該
専
攻
科
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
て
、
機
構
が
定

め
る
。

（
授
業
料
の
徴
収
方
法
等
）

第
三
条
　
各
年
度
に
係
る
授
業
料
の
徴
収
は
、
当
該
年
度

に
お
い
て
、
学
期
そ
の
他
の
期
間
に
区
分
し
て
行
う
こ

と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
生
の
申
出
が
あ
っ
た

と
き
は
、
一
括
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
学
年
度
に
係
る
授

業
料
に
つ
い
て
、
入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
の
申
出
が
あ

っ
た
と
き
は
、
入
学
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
入
学
を

許
可
す
る
と
き
に
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
当
該
年
度
に
お
け
る
在
学
期
間
が
十
二
月
に
満

た
な
い
者
の
授
業
料
は
、
授
業
料
の
年
額
の
十
二
分
の

一
に
相
当
す
る
額
に
在
学
す
る
月
数
（
一
月
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額
を
徴
収
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

２
　
商
船
に
関
す
る
学
科
の
在
学
期
間
が
六
月
の
最
終
の

学
年
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
十
二
月
」
と
あ
る
の
は

「
六
月
」
と
、
「
十
二
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
六
分
の

一
」
と
す
る
。

（
入
学
料
の
徴
収
方
法
）

第
五
条
　
入
学
料
は
、
入
学
を
許
可
す
る
と
き
に
徴
収
す

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

（
検
定
料
の
徴
収
方
法
）

第
六
条
　
検
定
料
は
、
入
学
、
転
学
、
編
入
学
又
は
再
入

学
の
出
願
を
受
理
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
こ
と
を
原
則

と
す
る
。

（
寄
宿
料
の
標
準
額
等
）

第
七
条
　
寄
宿
舎
の
寄
宿
料
の
月
額
は
、
居
室
一
室
当
た

り
の
収
容
定
員
が
一
人
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
八
百

円
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
七
百
円
を
そ
れ
ぞ

れ
標
準
と
し
て
、
機
構
が
定
め
る
。

２
　
寄
宿
料
は
、
寄
宿
舎
に
入
舎
し
た
日
の
属
す
る
月
か

ら
退
舎
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
毎
月
そ
の
月
分
を
徴

収
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
の
申
出
又
は
承

諾
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
又
は
承
諾
が
あ
っ
た

月
分
の
寄
宿
料
を
併
せ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
授
業
料
等
の
上
限
額
等
）

第
八
条
　
機
構
は
、
国
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
の
年

額
、
入
学
料
、
入
学
等
に
係
る
検
定
料
又
は
寄
宿
料
の

月
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
額
に
そ

れ
ぞ
れ
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
済
的
負
担
の
軽
減
の
た
め
の
措
置
）

第
九
条
　
機
構
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
授
業
料
、
入
学

料
又
は
寄
宿
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
又
は
徴

収
の
猶
予
そ
の
他
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条
　
国
立
高
等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
者
の
う
ち
学

生
以
外
の
者
に
係
る
費
用
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る

費
用
以
外
の
費
用
に
関
し
て
は
、
機
構
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人

法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
五
十
号
）
第
七
条
の
十
三
の
表
に
掲
げ
る
高

等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
者
及
び
そ
の
者
が
属
す
る
こ

と
と
な
る
年
次
に
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
転

学
、
編
入
学
又
は
再
入
学
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該

学
校
を
卒
業
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
教
育
課
程
の
履
修

を
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
別
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
国
立
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
行
う

こ
と
と
な
る
者
の
授
業
料
の
額
は
、
第
二
条
第
一
項
及

び
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七

年
度
に
係
る
授
業
料
か
ら
適
用
す
る
。
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